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本ガイドラインについて 

小金井市のコミュニティバス「CoCoバス」（以下「CoCoバス」という。）を継続

的に運行するためには、地域のことを最も知っている地域の方々が中心となっ

て、問題を共有し、CoCo バスを守り、育てていくことが大切です。地域・市・バス

事業者の三者が協力して運行状況を定期的に評価し、利用状況や社会及び市内

の環境等の変化に合わせて CoCo バスの在り方を検討していく必要があります。 

 

本ガイドラインは、運行状況の定期的な評価（以下「モニタリング」という。）の実

施方法と、地域の方々が CoCo バスを改善したいと考えたときの検討方法を示

す手引書として作成したものです。  

CoCoバスの活用・充実のため、是非このガイドラインをご活用ください。 

 

図 ガイドラインの構成  

基準に基づき判断
見直し・廃止の

検討
継続

基準を下回る基準を満たす、見直し後に満たす

各路線の２年間の運行実績

第2章 PDCAサイクルによるCoCoバスの持続的な運行

地域から、新規路線の導入や既存のCoCoバスの変更を行いたいと要望があった場
合の検討の流れを示すものです

地域による新規導入・運行変更要望

基準に基づき判断 変更・導入見送り変更・導入

基準を下回る基準を満たす

第3章 地域提案による新規導入・運行変更検討

CoCoバスの持続的な運行のため、運行中の路線に対して行う定期的な評価の方法と
見直しを行う場合の検討の流れを示すものです

第1章 CoCoバスの運行方針

・コミュニティバス「CoCoバス」の基本方針・運行基準
・運行対象地域（公共交通不便地域）
・地域、市、バス事業者の三者の役割分担

CoCoバスの運行
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第１章  CoCoバスの運行方針 

１. コミュニティバス（CoCoバス）とは 

本ガイドラインにおけるコミュニティバスとは、小金井市で運行しているコミュニティバ

ス「CoCoバス」を示します。 

バス（乗車定員 11人以上（うち 1人は運転士））車両を利用した、定時定路線かつ乗合い

での運行を担います※。 

 

 
図 １.１ CoCoバスの車両 

 

 

※CoCoバスは、道路運送法に定める「一般乗合旅客自動車運送事業」のうち、運行ルート

を定めて固定ダイヤで運行「路線定期運行」での運行を行っています。 

また、路線バスを補完する公共交通であることから、タクシー（乗車定員 10 人以下）よ

りも大きな、乗車定員 11 人以上（道路交通法による車両区分のうち、中型自動車以上）

の車両を対象とします。 

 

このため、10 人以下の車両を用いる乗合タクシーや、利用者の予約により運行を行う

デマンドバス等の運行サービスについては、本ガイドラインでの対象としておりません。 

 

 

  

CoCoバス CoCoバス・ミニ 
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２. CoCoバスの基本方針 

小金井市では、平成30年度から令和4年度にかけて検討した再編基本方針に基づき、

再編後のCoCoバスの基本方針を新たに以下のとおり位置づけています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 路線バスが通っていない、または通っているが運行本数が 1日数本程度など、 

 公共交通が不便な地域 

※2 高齢者、妊産婦、子供連れ、障がい者など、自家用車や自転車の利用が制限され、 

 公共交通が主たる移動手段になると想定される方 

  

 路線バスを基本とし、CoCoバスが補完することで市内全域の地域公共交
通ネットワークを形成する。   

 CoCoバスは、公共交通不便地域※1をカバーする。  

①路線バスを補完するサービスの提供 

 交通弱者※2の移動ニーズに配慮する。  

②交通弱者に配慮したサービスの提供 

 市民や利用者からのニーズが高い施設へのアクセス利便性を確保する。  
 複数の施設にできるだけ負担なく移動できるよう、乗り継ぎ利便性を確保
する。  

③日常生活に即したサービスの提供 

 地域・市・バス事業者の三者の役割分担・連携により、一定の基準のもと過度
な負担なく持続可能なサービスを提供する。  

 より多くの方に利用してもらうため、PR、意識啓発等の利用促進を図る。  

④持続可能な運行形態・サービスの提供 



第１章  CoCoバスの運行方針 

 

3 

 

３. 運行対象地域の考え方 

CoCo バスの基本方針を踏まえて、「公共交通不便地域」を含む地域を運行の対象とし

ます。 

小金井市での、「公共交通不便地域」の定義は以下のとおりです。 

 

以下の条件をいずれも満たす地域 

【鉄道駅】 

武蔵小金井駅・東小金井駅  500m以遠 

新小金井駅  300m以遠 

【路線バス】 

1日の運行本数が片側20便以上の路線バス停留所  300m以遠 

 

 

【参考】●年●月時点での公共交通不便地域 再編後のものに変更予定 

 

図 １.２ 公共交通不便地域 
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４. CoCoバスの運行基準 

持続可能なCoCoバスの運行のため、運行基準は下記の条件を基本とします。 

この運行基準は、平成30年度から令和4年度の「小金井市コミュニティバス再編事業」

において、市内の交通状況及び地域のニーズ、バス事業者の状況等を踏まえて設定してい

ます。 

第 2 章及び第 3 章では、以下の運行基準に沿った運行を行っているか、また行う見込

みがあるかを確認します。 

なお、交通管理者（警察）や道路管理者との協議、道路・土地利用状況、近隣住民の意向

等も考慮する必要があります。これにより、実際の運行において状況が異なる場合もあり

ます。 

 

表 １.１ 運行基準 

項目 指標 指標の考え方 原則とする運行基準 

道路・バス停の

条件 

道路幅員 運行に必要となる道路幅員 車両制限令に基づき設定 

バス停設置場所 バス停の設置条件 法令等での基準により設定 

サービス水準 

バス停間の距離 バス停間の距離 概ね２００～３００ｍ間隔 

運行間隔 

（頻度） 
１時間あたりの運行本数 

１時間２便（３０分に１本）を 

最低限確保 

運賃 １回あたりの運賃 
路線バスの 

初乗り運賃と同等 

運行時間帯 始発・終発時間の考え方 
９時台～１９時台の運行を 

最低限確保 

運行車両 1台当たりの乗車人数 
乗車定員 11人以上 

（うち 1人は運転士） 
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※基準指標に関する今後の検討予定 

 

令和 5 年度に運行ルートの再編を予定している路線は、利用が定着するまでに一定の期

間が必要と考えます。また新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、基準として設定

する指標の数値については再確認が必要となる可能性があります。 

そのため、現時点では、モニタリングや検討の流れのみ定めることとし、第 2 章で示す「運

行継続基準」、第 3 章で示す「実証運行の実施要件」及び「本格運行への移行要件」として定

める収支率の具体的な数値については、再編後2年が経過したのち、以下のスケジュールで

設定することとします。 

表 １.２ 基準指標 

項目 指標 
指標の 

考え方 

原則とする

運行基準 

第2章 

PDCA 
運行継続基準 

PDCAサイクルにおける運

行を継続する基準 

収支率 

（検討中） 

運行経費に対

する運賃収入

の割合 

検討中※ 
第3章 

地域提案 

実証運行の実施要件 

地域提案内容の需要予測

の結果、実証運行を実施す

る基準 

本格運行への移行要件 
実証運行から本格運行に移

行する基準 

 

 

 

図 １.３ ガイドラインの見直しスケジュール 

 

  

令和４年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 ・・・

基準設定に関する
データ集計期間ガイドライン

策定

再編 運行

ガイドライン改定
（基準の設定）
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５. 役割分担 

CoCo バスは、地域と心の通うバスとして愛着をもっていただくため、地域・市・バス事

業者が一体となって運行します。 

CoCo バスを継続的に運行するためには、地域のことを最も知っている地域の方々が

中心となって考え、積極的に利用し、生み育てることが大切です。CoCo バスがより良い

運行となるよう、どこを走行したら、どんな工夫をしたらみんなが乗るバスになるか、など

を念頭に置いて、3者が協働することが重要です。 

 

 

            

図 １.４ 役割分担 

 

 

 

  

モニタリング
技術的・財政的支援

 事業継続の取組・検討
 利用状況のモニタリング
 運行の見直し検討
 地域公共交通会議の運営

運行、助言

 安全な運行サービスの提供
 事業継続の努力
 検討に対する助言
 利用状況・運行収支の把握

積極的な利用、主体的な検討

 積極的な利用
 運行への協力
 新規導入・運行変更の検討
 利用促進策の実施

地域

市 バス事業者

協 働

 適切な運賃負担
 地域の意向把握
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第２章  PDCAサイクルによるCoCoバスの持続的な運行 

１. モニタリングの実施方針 

社会情勢や市内の交通状況及び地域のニーズの変化によっては、利用者数の減少、運行経

費の増大などにより、採算性の確保が難しくなる可能性があります。 

 

CoCo バスの持続的な運行のため、運行実績を基に運行状況の定期的な評価（モニタリン

グ）を行い、変化に即した運行の見直しや、運行の廃止を判断します。 

具体的には、モニタリングの結果、運行の実績が 2年連続で運行継続基準を下回った場合

には、地域公共交通会議で確認の上で、見直し・廃止の検討を行います。見直し・廃止の検討

に関しては、次頁以降で詳述します。 

 

表 ２.１ モニタリングの結果と対応ケース 

 

運行継続基準を 

上回るか 次年度の対応 

１年目 ２年目 

Case1 
毎年のモニタリングで運行継続基準を

上回る場合 
〇 〇 

モニタリングを継続 

Case2 

前年度に運行継続基準を下回ったが、 

今年度のモニタリングで運行継続基準

を上回る場合 

× 〇 

Case3 

前年度に運行継続基準を上回ったが、 

今年度のモニタリングで運行継続基準

を下回る場合 

〇 ×  
次年度×の場合、 

見直し・廃止の検討へ 

Case4 2年連続で運行継続基準を下回る場合 × × 見直し・廃止の検討へ 

 

 

なお、モニタリング期間である2年間を待たず早急な対応が必要となるような変化等が生

じた場合は、別途、適切なタイミングで見直し・廃止の検討を行う必要があります。 
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２. 見直し・廃止検討の基本的な検討の流れ 

モニタリングの結果、2 年連続で「運行継続基準」を下回った場合は、地域公共交通会議で

報告・協議しながら以下の手順で検討します。 

 

  

図 ２.１ 見直し・廃止の基本的な検討の流れ 

  

ＳTEP② 見直し検討会議の開催 【市・地域】
・市からの呼びかけにより開催
・沿線自治会・町会、商店会、利用者、市等で構成

ＳTEP③ 改善計画案の検討 【市・地域】
・運行ルートや頻度・時間帯・利用促進策等のメニューを検討

地域公共交通会議での協議
・検討結果の妥当性を確認し、改善運行の実施の可否を判断

改善運行

ＳTEP① モニタリング結果の公表・見直し必要性の周知 【市】 市と地域が
協働で実施

運行廃止



第２章  PDCAサイクルによる CoCoバスの持続的な運行 

 

9 

 

３. 見直し・廃止検討の具体的な検討手順及び検討内容 

３.１  モニタリング結果の公表・見直し必要性の周知  【STEP①】 

・市は、毎年のモニタリング結果を公表し、地域の方々が普段利用している路線や自宅の

近くを運行している路線等について、見直しの必要性を周知します。 

 

３.２  見直し検討会議の開催  【STEP②】 

・市は、検討対象となる路線の沿線自治会・町会等への呼びかけ、公募などにより、運行改

善の検討を行う見直し検討会議を開催します。 

・なお構成員は、沿線自治会・町会や商店街の代表者、利用者、市等とします。 

・市は、沿線自治会・町会等、及び地域公共交通会議へ、見直し検討会議の設立を報告しま

す。 

 

３.３  改善計画案の検討  【STEP③】 

・見直し検討会議は、地域のニーズや運行課題を把握して、どのような運行改善が必要か

検討します。 

・なお検討を進めていく際は、P●に示す”CoCoバスの基本方針”を前提として、P●に

示す“ＣｏＣｏバスの運行基準”を考慮する必要があります。 

 

表 ２.２ 改善メニューと具体的な方策の例 

改善メニュー 具体的な方策(例) 

運行ルートの見直し ニーズの高いエリア・施設を経由する 

バス停設置場所の見直し ニーズの高い施設の近くにバス停を増設・移設する 

運行間隔（頻度）の見直し 需要に応じて運行頻度を増やす／減らす 

運行時間帯の見直し 
既存公共交通との乗り継ぎダイヤを調整する／利用

が多い時間帯のみの運行とする 

運行日の見直し 利用が多い曜日（平日／休日）のみの運行とする 

運行車両の変更 需要に応じて乗車定員を増やす／減らす 

利用促進策の実施 沿線自治会・町会等と共同でイベント等を開催する 
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３.４  地域公共交通会議での協議 

・市は、関係機関との調整を行った上で、見直し検討会議での検討結果を地域公共交通会

議に提出します。 

・地域公共交通会議は、見直し検討会議での検討結果について、関係者間の協議により妥

当性を確認し、改善運行の実施の可否を判断します。 

 

３.５  見直し・廃止の実施 

（１）改善運行 

・地域公共交通会議で改善運行の実施が承認された場合、市は、地域、バス事業者と協働

して必要な準備を行った上で、改善運行を実施します。 

・改善運行の実施後は、P●に示す“モニタリングの実施方針”にもどり、継続して定期的な

モニタリングを実施します。 

 

（２）運行廃止 

・見直し検討会議に沿線自治会・町会等の代表者や、利用者等の参加がない場合、見直し検

討会にて有効な改善計画案が検討されなかった場合などには、地域公共交通会議の判

断により運行を廃止します。 
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第３章  地域提案による新規導入・運行変更検討 

１. 基本的な検討の流れ 

地域の方々が、新規路線の導入を行いたいと考えた場合や、既存の CoCo バスについて

変更を行いたいと考えた場合、地域公共交通会議で報告・協議しながら次頁の手順で検討し

ます。 

検討を進めていく際は、P●に示す”CoCo バスの基本方針”を前提として、P●に示す“Ｃ

ｏＣｏバスの運行基準”を考慮する必要があります。 

 

本ガイドラインでは、下記に示すような、地域全体に影響があるような提案内容を検討の

対象とします。 

ただし、これらの他でも特定の理由が地域公共交通会議で認められる場合には、検討を実

施することができますので、詳細については市にご相談ください。 

 

・運行ルートの見直し  ・運行間隔（頻度）の見直し  

・運行日の見直し  ・運行車両の見直し     等 
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地域公共交通会議は、基本的に 1年に 2回開催します。そのため、地域公共交通会議での

報告・協議・承認は、検討が進んだ段階で適宜会議に諮ることとします。 

 

 

図 ３.１ 新規導入・運行変更検討の流れ  

ＳTEP② 検討申請書の提出

助言・技術的内容の支援

地域公共交通会議での協議
継続的な検討を行うべきか判断

アンケート配布等に協力

本格運行

地域 市 ・ 地域公共交通会議 バス事業者

ＳTEP① 地域提案書の提出
・地域によるニーズ把握
・地域組織の設立
・地域提案書の作成・提出

地域公共交通会議での協議
実証運行を実施すべきか判断

実証運行

地域公共交通会議での協議
本格運行を実施すべきか判断

STEP④ 運行計画書の作成

STEP③ 需要調査の実施

利用・周知

利用・周知

実証見送り

導入見送り

No

No

 沿線住民との合意形成

 ルート案、バス停設置
箇所の検討

 道路状況の確認
 サービス水準の検討

 検討申請書の作成・提出

地域公共交通会議での協議
継続的な検討を行うべきか判断

地域公共交通会議での協議

No

助言・確認
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２. 具体的な検討手順及び検討内容 

２.１  地域提案書の提出  【STEP①】 

（１）地域によるニーズ把握、市への相談 

【 地 域 】 ・地域のニーズ（沿線自治会・町会等の聞き取り、過去の市への要望等）を

確認した上で、検討の対象とする地域が下記に示すチェックポイントを

満たすか確認します。 

・地域のニーズや、検討の進め方について、市に相談します。 

  

＜新規導入の場合＞ 

・既存の CoCo バスの運行ルートを伸ばしたり、迂回させたりすること

で、地域のニーズに対応できる場合がありますので、近くのCoCoバス

の状況も確認の上で市に相談してください。 

 
  

【  市  】 ・地域からの相談を受け、適宜助言を行います。 

 

チェックポイント＜運行対象地域＞ 

□ 検討の対象とする地域が P●に示す”運行対象地域”である 

 

 

（２）地域組織の設立 

【 地 域 】 ・下記に示すチェックポイントに従って、地域組織を設立し、代表者を 1名

選任します。 

 

チェックポイント＜地域組織の要件＞ 

□ 構成員が 5名以上であり、同一の具体的な意見を持っていること 

□ 沿線自治会・町会等と連携が取れること 

□ 地域の代表として、継続的に活動ができる組織であること 

□ 市・バス事業者と協働して検討を進めていく意思があること 

□ 構成員間の連絡体制を構築できること 
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（３）地域提案書の作成 

【 地 域 】 ・要望する新規導入・運行変更のイメージに沿って、コミュニティバス地域

提案書（様式●）（以下「地域提案書」という。）を作成します。 

・地域提案書の内容は、下記に示すチェックポイントを満たす必要があり

ます。 

 

チェックポイント＜地域提案書の考え方＞ 

□ 路線バスや既存のＣｏＣｏバスの路線と競合しない（大きく平行・重複しない） 

□ P●に示す”CoCoバスの基本方針”を考慮している 

□ P●に示す“ＣｏＣｏバスの運行基準”を満たせる見込みがある 

□ CoCoバス又はCoCoバス・ミニが走行可能な道路条件を満たせる見込みがある 

 

 

（４）地域提案書の提出 

【 地 域 】 ・地域提案書を市に提出します。 
  

【  市  】 ・提出された地域提案書を地域公共交通会議に提出します。 

 

 

（５）地域公共交通会議での協議 

地域公共交通会議は、地域提案書の内容について、関係者間の協議により、継続的な

検討を実施すべきかを判断します。 
  

【 地 域 】 ・地域提案書が承認された場合は、沿線自治会・町会等に、地域組織の設

立、及び地域提案書の内容を報告します。 
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２.２  検討申請書の提出  【STEP②】 

新規導入の場合は、以下に示すすべての項目について検討が必要となります。運行変更の

場合は、想定するメニューに応じて検討を行います。 

 

（１）ルート案の検討 

【地域組織】 ・下記に示すチェックポイントに整合したルート案を作成します。 

 

チェックポイント＜運行経路の考え方＞ 

□ 運行対象地域を運行する 

□ 一般路線バス網や既存のＣｏＣｏバス路線と競合しない 

（大きく平行・重複するルートを避ける） 

□ 路線の起終点で、車両の転回場所を確保できる 

□ 路線の起終点のいずれかに、運転士が使用できるトイレがある 

 

 

（２）道路状況の確認 

【地域組織】 ・ルート案上の道路幅員や規制を確認し、下記に示すチェックポイントを

満たしているか確認します。 
  

【  市  】 ・ルート案について、バス事業者とともに、交通管理者（警察）、道路管理

者による確認を行います。 

 

チェックポイント＜道路条件＞   ※添付資料●を参照 

□ 必要な道路幅員が確保されている 

□ 勾配、隅切り、見通し等が適している 

 

 

（３）バス停設置場所の検討 

【地域組織】 ・バス停の設置場所を検討し、下記に示すチェックポイントを満たしてい

るか確認します。 

・バス停の設置について、土地の所有者や近隣住民等へ説明し、了承を得

ます。 
  

【  市  】 ・バス停の設置場所について、バス事業者とともに、交通管理者（警察）に

よる確認を行います。 
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チェックポイント＜道路交通法等の要件＞   ※添付資料●を参照 

□ 道路標識、交通信号機、交差点、横断歩道、踏切、対面のバス停車位置の前後から

30ｍ以上離れている 

□ 消火標識、消火栓などの消防設備、駐車場の入口の前後から5ｍ以上離れている 

□ 急な曲がり角等の交通上支障となる場所を避けている 

 

 

（４）サービス水準の検討 

【地域組織】 ・運行間隔（頻度）、運行日、運行車両等のサービス水準を検討します。 

・その際には、P●に示す“ＣｏＣｏバスの運行基準”を考慮します。 
  

【  市  】 ・サービス水準案について、バス事業者の意見を参考にして、適宜助言を

行います。 

 

チェックポイント＜サービス水準＞ 

□ P●に示す“ＣｏＣｏバスの運行基準”を考慮している 

 

 

（５）沿線住民への確認 

【地域組織】 ・CoCo バスの新規導入や運行変更は、沿線にお住いの方々や利用者の

生活に影響が生じることから、沿線自治会・町会等のすべてに確認をと

ります。 

 

 

（６）検討申請書の作成 

【地域組織】 ・検討結果、及び沿線住民への確認結果について、コミュニティバス検討

申請書（様式●）（以下「検討申請書」という。）を作成します。 
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（７）検討申請書の提出 

【地域組織】 ・作成した検討申請書を市に提出します。 
  

【  市  】 ・提出された検討申請書の内容を確認し、チェックポイントを満たしてい

るか確認します。 

・検討申請書を地域公共交通会議に提出します。 

 

チェックポイント＜検討申請書の提出＞ 

□ コミュニティバス検討申請書（様式●）を提出している 

 

 

（８）地域公共交通会議での協議 

地域公共交通会議は、検討申請書の内容について、関係者間の協議により、継続的な

検討を実施すべきかを判断します。 

 

＜地域公共交通会議で継続的な検討が認められなかった場合＞ 

・関係者間の協議により、検討が不十分と判断された場合は、地域公共交通会議か

ら検討申請書が差し戻されます。 

・検討結果がチェックポイントに整合しているか、確認をとる自治会・町会等の範囲

が十分か等、地域公共交通会議での指摘を考慮して、再度検討を実施してくださ

い。 
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２.３  需要調査の実施  【STEP③】 

地域公共交通会議にて承認を得たコミュニティバス検討申請書の内容をもとに、収支率・

運賃収入を試算するため、需要調査を実施します。 

需要調査は市が主導で行いますが、地域も協働して実施します。 

 

（１）需要調査の実施 

【   市   】 ・需要を調査するために、運行ルート沿線地域の住民へアンケート調査

を実施します。 
  

【地域組織】 ・市が実施するアンケート調査に対して、様々な形で協力します。（アン

ケート調査票の配布・回収、聞き取り調査への協力など）。 

 

 

（２）運行経費及び運賃収入の試算 

【   市   】 ・バス事業者の支援を受け、検討申請書及びアンケート結果に基づいて

運賃収入・運行経費を試算し、収支を確認します。 

 

（３）実証運行の実施要件の確認 

【   市   】 ・収支見込みを確認し、結果が下記に示すチェックポイントを満たしてい

るかを地域と確認します。 

 

チェックポイント＜実証運行の実施要件＞ 

□ アンケート調査の回収率が 30％以上あった 

□ 検討案に対する賛成が半数以上であった 

□ 試算収支率が●％以上を満たしている 

収支率＝運賃収入÷運行経費（初期導入費を含まない経常経費） 

 

 

＜収支の試算結果が実証運行の実施要件を満たさない場合＞ 

・実証運行の実施は見合わせとし、地域提案書及び検討申請書の内容は却下されます。  
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２.４  運行計画書の作成  【STEP④】 

検討申請書を基に、市が運行計画書の作成及び関係機関との調整を行います。運行計画

書は公共交通会議に諮り、実証運行の可否を判断します。 

 

（１）運行計画書の作成 

【   市   】 ・検討申請書を基に、コミュニティバス運行計画書（様式●）（以下「運行計

画書」という。）を作成します。 

・運行ルートに関しては、市が関係機関と協議を行い、安全性の確認を行

います。確認の結果、安全性の確保が必要な箇所については、地域・市・

バス事業者が連携して交通安全対策を実施します。 

 

チェックポイント＜関係機関との調整＞ 

□ 道路幅員・道路形状・交通規制（運行に関する了解、改良に対する見通し） 

□ バス停の新設（沿線住民の理解が得られている） 

□ 既存の公共バス事業者との調整等（既存の公共交通と重複する場合） 

 

 

（２）運行計画書の提出 

【   市   】 ・必要に応じて関係機関との調整を行い、地域公共交通会議へ運行計画

書を提出します。 

 

 

（３）地域公共交通会議での協議 

地域公共交通会議は、運行計画書の内容について、関係者間の協議により、実証運行

を実施すべきかを判断します。 
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２.５  実証運行 

運行計画書に沿って、2年間の実証運行を行い、本格導入への移行・終了を判断します。 

この際、地域が主体となって、様々な利用促進策を実施します。 

 

（１）実証運行の準備 

【   市   】 ・実証運行についてバス事業者を選定の上で、車両の確保等の運行準備

を行います。 

・バス停の地先居住者や、駅前広場への進入等の調整など、関係者との

調整を行います。 

・交通管理者（警察）立合いの下、バス事業者による実車両を用いた最終

確認を行い、ルート等を決定します。 
  

【バス事業者】 ・市からの依頼により、必要に応じて、車両の調達等を行います（車両の

新規調達にかかる期間は、最短でも６ヶ月程度）。 

・運行計画書に沿って、国土交通省に実証運行の事業計画の許認可申請

を行います。（申請から許認可までの標準処理期間の目安は、約●ヶ月） 
  
【地域組織】 ・チラシの配布やポスターの掲示などにより、実証運行を周知します。 

 

チェックポイント＜事業計画許可の取得＞ 

□ バス事業者によって、実証運行の運行開始日、標準処理期間を踏まえた事業許認

可申請が行われていること 

□ 国土交通省による事業許可を取得していること 

 

（２）実証運行の実施 

【   市   】 ・地域、バス事業者と協働して必要な準備を行った上で、実証運行を実施

します。 
  

【地域組織】 ・地元の足として定着するよう、自らバスを利用します。また、実証運行

が行われていることを地域に周知するなど、利用を促進します。 

・運行を円滑にするための、バス停周辺の清掃や、運行経路上の違法駐

車への注意活動などを、市と連携して行います。 
  

【バス事業者】 ・実証運行を実施します。 
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（３）実証運行中の状況の確認 

【   市   】 ・定期的にバス事業者へ利用状況、収支状況を確認し、地域に周知しま

す。 
  

【地域組織】 ・利用状況、収支状況を確認し、見込みより低い場合は、地域への周知等

の利用促進策の実施により、収支の改善に努めます。 
  

【バス事業者】 ・利用状況、運行状況を定期的に市へ提示します。 

  

（４）地域公共交通会議での協議 

【   市   】 ・実証運行2年目の運行実績をもとに収支率を計算します。 

・実証運行の結果が下記に示すチェックポイントを満たしているかを確認

し、地域公共交通会議へ報告します。 

 

＜本格運行への移行要件を満たしている場合＞ 

・地域公共交通会議にて、実証運行の結果を協議して、本格運行の可否を判断します。 

 

＜本格運行への移行要件を満たさない場合＞ 

・実証運行終了時点で導入は見送りとなります。 

・地域公共交通会議では、運行の終了を判断します。 

 

チェックポイント＜本格運行への移行要件＞ 

□ 実証運行が、ガイドラインに沿って、適切に実施されていること 

□ 実証運行2年目の収支率が●％以上を満たすこと 

収支率＝運賃収入÷運行経費（初期導入費を含まない経常経費） 
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２.６  本格運行 

（１）本格運行の準備 

【   市   】 ・本格運行についてバス事業者と協定を締結します。 

・地域、バス事業者と協働して必要な準備を行った上で、本格運行を実施

します。 
  

【地域組織】 ・本格運行について、地域への周知を行います。 
  

【バス事業者】 ・本格運行を実施します。 

  

 

チェックポイント＜事業計画許可の取得＞ 

□ バス事業者によって、本格運行の運行開始日、標準処理期間を踏まえた事業許認

可申請が行われていること 

□ 国土交通省による事業許可を取得していること 
 

（２）本格運行 

・本格運行の実施後は、P●に示す“モニタリングの実施方針”により、定期的なモニタリン

グを実施します。 

・地域組織を主体とした検討は、ここまでとなります。この後は、積極的にCoCoバスを利

用し、育ててください。 

 

  



第４章  添付資料 

 

23 

 

第４章  添付資料 

 

 

（１）運行対象地域 

（2）CoCoバスの運行に必要な道路条件（抜粋） 

（3）チェックポイント一覧 

（4）申請書類（様式１～３） 

（5）需要調査アンケート票（例） 
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（１）運行対象地域 

 

再編ルート決定後最後に更新 

CoCoバスを含まない（路線バスのみ）の図も掲載 
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（２）CoCoバスの運行に必要な道路条件（抜粋） 

◆ 車両制限令（チェックポイント） 

CoCo バスが運行できる道路の幅員は車両制限令で定められており、新たに運行する道

路では原則として以下の幅員を満たす必要があります。 

あわせて、スクールゾーン等の交通規制を確認するとともに、勾配・見通し等の道路形状、

交差点形状等を踏まえ、現地調査や実車走行を通じて交通管理者（警察）・道路管理者等との

協議により許可を得る必要があります。 

 

①CoCoバス（車幅2.08ｍの場合） 

 相互通行 一方通行 

路側帯 

（白線）が 

両側にあり 

 車道＝4.66m 
車両幅（2.08m）×2＋0.5m 

 道路全幅員＝6.16m 
車道（4.66m）＋路側帯（0.75m）×2 

 

 

 

 

 車道=2.58m 
車両幅（2.08m）＋0.5m 

 道路全幅員＝4.08m 
車道（2.58m）＋路側帯（0.75m）×2 

 

路側帯 

（白線）が 

片側のみ 

 車道＝5.16m 
車両幅（2.08m）×2＋0.5m＋路肩（0.5m） 

 道路全幅員＝5.91m 
車道（5.16m）＋路側帯（0.75m） 

 

 

 

 

 

 

 車道＝3.08m 
車両幅（2.08m）＋0.5m＋路肩（0.5m） 

 道路全幅員＝3.83m 
車道（3.08m）＋路側帯（0.75m） 

 

路側帯 

（外側線）が 

ない場合 

 車道＝5.66m 
車両幅(2.08m)×2＋0.5m＋路肩(0.5m)×2 

 道路全幅員＝5.66m 

 

 

 

 

 車道＝3.58m 
車両幅（2.08m）＋0.5m＋路肩（0.5m）×2 

 道路全幅員＝3.58m 

 

  

2.08ｍ＋0.5ｍ 

0.75ｍ 0.75ｍ 

4.08ｍ 

2.58ｍ 0.75ｍ 0.75ｍ 

6.16ｍ 

4.66ｍ 

2.08ｍ×2＋0.5ｍ 

0.75ｍ 

5.91ｍ 

5.16ｍ 

0.5ｍ 2.08ｍ×2＋0.5ｍ 

0.75ｍ 

3.83ｍ 

3.08ｍ 

0.5ｍ 2.08ｍ＋0.5ｍ 

3.58ｍ 

0.5ｍ 2.08ｍ＋0.5ｍ 0.5ｍ 

5.66ｍ 

0.5ｍ 2.08ｍ×2＋0.5ｍ 0.5ｍ 
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②CoCoバス・ミニ 

 相互通行 一方通行 

路側帯 

（白線）が 

両側にあり 

 車道＝4.26m 
車両幅（1.88m）×2＋0.5m 

 道路全幅員＝5.76m 
車道（4.26m）＋路側帯（0.75m）×2 

 

 

 

 

 

 車道＝2.38m 
車両幅（1.88m）＋0.5m 

 道路全幅員＝3.88m 
車道（2.38m）＋路側帯（0.75m）×2 

 

路側帯 

（白線）が 

片側のみ 

 車道＝4.76m 
車両幅（1.88m）×2＋0.5m＋路肩（0.5m） 

 道路全幅員＝5.51m 
車道（4.76m）＋路側帯（0.75m） 

 

 

 

 

 

 車道＝2.88m 
車両幅（1.88m）＋0.5m＋路肩（0.5m） 

 道路全幅員＝3.63m 
車道（2.88m）＋路側帯（0.75m） 

 

路側帯 

（外側線）が 

ない場合 

 車道＝5.26m 
車両幅（1.88m）×2＋0.5m＋路肩（0.5m）×2 

 道路全幅員＝5.26m 

 

 車道＝3.38m 
両幅（1.88m）＋0.5m＋路肩（0.5m）×2 

 道路全幅員＝3.38m 

 

 

●用語説明 

・路側帯：車道の白線の外側、幅は0.75m以上必要（L型側溝の場合0.85m以上） 

・外側線：路側帯と同様の白線であるが、白線の外側が路肩の場合 

・路  肩：白線の外側の幅が0.75m未満の場所 

  

歩道 路肩 車道 路側帯
L型側溝

⇒ここから計測

道路

外
側
線

外
側
線

1.88ｍ＋0.5ｍ 

0.75ｍ 0.75ｍ 

3.88ｍ 

2.38ｍ 

0.75ｍ 

3.63ｍ 

2.88ｍ 

0.5ｍ 1.88ｍ＋0.5ｍ 

0.75ｍ 0.75ｍ 

5.76ｍ 

4.26ｍ 

1.88ｍ×2＋0.5ｍ 

0.75ｍ 

5.51ｍ 

4.76ｍ 

0.5ｍ 1.88ｍ×2＋0.5ｍ 

5.26ｍ 

0.5ｍ 1.88ｍ×2＋0.5ｍ 0.5ｍ 

3.38ｍ 

0.5ｍ 1.88ｍ＋0.5ｍ 0.5ｍ 
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◆ 道路交通法等規制 （チェックポイント） 

バス停留所（停留所標識）設置に当たっては、以下の基準を原則としつつ、交通量や安全性

等の実態を踏まえ、交通管理者（警察）・道路管理者・土地所有者・周辺住民等との協議により

許可を得る必要があります。 

 

□ 原則として、道路標識、交通信号機、交差点、横断歩道、踏切、対面のバス停車位置の

前後から停車するバス車両の前後までを 30ｍ以上離します。消火標識、消火栓など

の消防設備、駐車場の入口の前後から 5ｍ以上離します。また、急な曲がり角等の交

通上支障となる場所は避けます。 

□ バス停留所標識は、原則として、道路方向に並行して設置します。 

□ 複数の路線バスが運行する同じ場所のバス停留所については、可能な限り標識を統

合します。 

 

①30ｍ以上離す要件 

 
 

②5ｍ以上離す要件 

 

 

③その他の要件 

バス停留所は、できるだけ信号を越えた先、右左折後に設置します。 

バスが停留所に停車した際、追い越し車両による交通事故の可能性を考慮し、次のよ

うな場所には、設置できません。 

 
  

30ｍ 30ｍ 30ｍ 30ｍ

↑横断歩道

↓自転車横断帯

踏切

5ｍ 5ｍ 5ｍ

駐車場
↑消防設備

消

坂の頂上付近

勾配の急な坂道
見通しの
悪いカーブ等
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（３）チェックポイント一覧  

 

 項目 内容 
チェッ

ク 

①

地

域

提

案

書

の

提

出 

導入地域

の要件 
コミュニティバス検討地域であること □ 

 

内容決定後最後に更新 
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（４）申請書類（様式１～３） 

（様式１-１） 

年  月  日 

小金井市長 あて 

コミュニティバス地域提案書 

下記のとおり申請します。 

地域組織 

地域組織名  

代表者氏名 
（ふりがな） 

○印  

代 表 者 

連 絡 先  

住 所 
〒    ― 

 

電話番号  ＦＡＸ番号  

Ｅ‐ＭＡＩＬ                     ＠ 

構成員氏名 

※代表者の他 

4名以上 

（別添も可能） 

（ふりがな） （ふりがな） 

（ふりがな） （ふりがな） 

（ふりがな） （ふりがな） 

沿線自治会・ 

町会等との連携 

□連携を取りながら検討を行うことに同意する 

連携方法： 

提案内容 

提案の理由  

提案の分類 □新規導入        □運行変更 

運行内容 

運行間隔         便／時 運 行 日   

運行距離 約        ｋｍ 所要時間           分／便 

運行車両 □CoCoバス      □CoCoバス・ミニ 

具体的な内容 
（運行ルート案やバ

ス停設置位置等） 

別添も可能 
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（様式１-２） 
     

具体的な内容 
（運行ルート案やバ

ス停設置位置等） 

別添も可能 
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（様式２） 

年  月  日 

小金井市長 あて 

コミュニティバス検討申請書 

下記のとおり申請します。 

地域組織名  

代表者氏名 
（ふりがな） 

○印  

沿線自治会 

・町会等への 

確認状況 

□沿線自治会・町会等へ確認をとった 

確認先の名称： 

 

 

 

 

 

運行内容 

運行間隔           便／時 運 行 日  

運行距離 約          ｋｍ 所要時間           分／便 

起点名称  終点名称  

運行時間帯         時台 ～        時台 

運行車両 □CoCoバス      □CoCoバス・ミニ 

運行ルート案 

・ 

バス停の位置 

別添も可能 
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（様式３） 

年  月  日 

小金井市長 あて 

コミュニティバス運行計画書 

 

運行地域  

実証運行期間 年   月   日 ～      年   月   日 

運行内容 

運行間隔           便／時 運 行 日  

運行距離 約          ｋｍ 所要時間           分／便 

起点名称  終点名称  

運行時間帯         時台 ～        時台 

運行車両 □CoCoバス      □CoCoバス・ミニ 

需要調査結果 
回 収 率            ％ 賛成割合            ％ 

試算収支率 ％ （ 需要     人／日 ） 

運行ルート案 

・ 

バス停の位置 

別添も可能 
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（５）需要調査アンケート票 （イメージ）  

問１ あなた自身についてお伺いします。 

（１） 性別 １．男性    ２．女性 

（２） 年齢 １．１９歳以下 ２．２０歳代   ３．３０歳代 ４．４０歳代 

  ５．５０歳代   ６．６０歳代   ７．７０歳代 ８．８０歳以上 

（３） 住所   小金井市（         ）町（     ）丁目   

（４） 自動車運転免許の保有 １．現在保有している 

    ２．以前持っていたが、現在は保有していない 

     ３．一度も保有したことはない 

問２ CoCoバスの利用意向についてお伺いします。 

（５） 現在、どのくらいの頻度でCoCoバスを利用していますか。 

 １．週に     日、または、月に     日程度利用している 

 ２．ほとんど利用していない  

別紙の「CoCoバスに関する検討（案）」をご覧になりながらお答えください。 

（６） 別紙の内容の運行に賛成ですか、反対ですか。 

 １．賛成     ２．反対     ３．わからない 

（７） 別紙の内容で運行された場合、あなたのCoCoバスの利用頻度は変わると思いま

すか。 

 １．利用が増えると思う  

 →週に     日、または、月に     日程度利用すると思う   （７）へ 

 ２．現在と変わらず利用すると思う 

 ３．現在より利用が減ると思う   

 ４．現在と変わらず利用しない思う  

 ５．わからない →問３へ 

（８） （６）で１または２と回答した方は、どのような目的で利用すると思いますか。 

 １．通勤  ２．業務（商談、納品） ３．通学（塾を含む）  

 ４．買い物 ５．通院   ６．レジャー・娯楽 

 ７．その他   （                  ）  

（９） （６）で３または４と回答した方は、その理由をお答えください。 

 １．運行ルートが合わない  ２．運行間隔（頻度）が合わない  

 ３．運行日が合わない ４．運行車両が合わない         

 ５．その他 （                         ） 

問３ その他ご意見がございましたらご記入ください。 

 

 

（８）へ 


